
 

奈良市子ども会議実施要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、奈良市子どもにやさしいまちづくり条例（平成２６年奈良市条例第 

５１号。以下「条例」という。）第１２条に規定する奈良市子ども会議（以下「子ども会 

議」という。）の実施等に関し必要な事項を定めるものとする。 

（意見等を求める事項） 

第２条 子ども会議において意見等を求める事項は、次のとおりとする。 

 (1) 子どもにやさしいまちづくりや子どもに関する施策に関すること。 

 (2) その他必要と認める事項 

（参加者） 

第３条 市長は、条例第３条第２号に規定する子どもであって、原則として１１歳以上１ 

８歳未満であるもののうちから、子ども会議への参加を求めるものとする。 

２ 前項の場合において、市長は、原則として、同一の者に継続して子ども会議への参加 

を求めるものとする。 

（運営） 

第４条 子ども会議の運営に関する事項は、条例第１２条第２項の規定に基づき子ども会

議において決定する。 

（支援） 

第５条 条例第１２条第２項後段の規定による市の支援は、次に掲げるものとする。 

 (1) 子ども会議の開催及び運営等に必要な情報の提供及び経費の補助 

 (2) 子ども会議への子どもの参加の促進 

 (3) その他子ども会議の運営のために必要と認める事項 

（市長への意見の提出） 

第６条 市は、子ども会議が条例第１２条第３項の規定に基づき、これに参加する子ども

の意見をまとめ市長に提出する場合には、必要な支援を行うものとする。 

（庶務） 

第７条 子ども会議の庶務は、子ども政策課において処理する。 

（施行の細目） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、子ども会議に関し必要な事項は、市長が別に定め 

る。 



 

附 則 

この告示は、平成２７年６月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


